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名古屋市鯱城学園管理業務の仕様書 

 名古屋市鯱城学園（以下、「学園」という。）の管理運営に関する業務の内容

及び基準の詳細はこの仕様書による。 

以下、名古屋市を甲、指定管理者を乙という。 

（目的） 

第 1条 本仕様書は、学園の管理業務に関する協定（以下「協定」という。）

の内容及び履行方法等の細則について定めることを目的とする。 

（法令等の遵守） 

第 2条 管理業務にあたっては、乙は本仕様書のほか、特に次に掲げる法令等

を遵守しなければならない。 

 (1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条、第244条の２ 

 (2) 名古屋市鯱城学園条例（平成 8年名古屋市条例第13号）（以下「条例」

という。） 

 (3) 名古屋市鯱城学園条例施行細則（平成 8年名古屋市規則第39号）（以下

「規則」という。） 

 (4) 名古屋市鯱城学園運営要綱（以下「要綱」という。） 

 (5) 名古屋市鯱城学園の鯱城ホールの使用許可事務取扱要綱 

 (6) 名古屋市情報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号） 

 (7) 名古屋市個人情報保護条例（平成17年名古屋市条例第26号） 

 （8) 名古屋市情報公開条例（平成12年名古屋市条例第65号） 

 (9) その他関連法令等（労働基準法を始めとする労働関係法規、消防法等施

設管理関係法規、障害者の雇用の促進等に関する法律、障害を理由とする

差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領、指定管理者、PFI事業

者及び委託業者に係る環境配慮の取組要領、指定管理者制度における賃金

スライド制度運用の手引き等） 

（管理業務の範囲） 

第 3条 管理業務の範囲は、次のとおりとし、前条の法令等のほか関係法令に

基づき実施するものとする。 

(1) 学園施設の利用の許可に関すること 

(2) 施設の使用にかかる使用料の徴収に関すること 

(3) 授業料等にかかる利用実費の徴収に関すること 

(4) 学園事業の実施に関すること 

   乙は、「別表１サービスの基準」に基づき、学園事業を実施するもの
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とする。ただし、サービス向上を目的として基準の変更を提案するこ

とを妨げない。 

(5) 学園施設及び附属設備の維持管理及び修繕（原形を変ずる修繕及び模様

替または 1件 250万円を超える修繕を除く。）に関すること 

 (6) 体験農園の契約及びその調整に関すること 

 (7) その他甲の行政事務への協力に関すること 

2 前項の範囲には、次に掲げるものを含むものとする。 

(1) 管理業務に係る職員の配置に関すること 

(2) 管理業務に係る経費の執行に関すること 

 3 管理業務に関する費用は、甲が負担する旨の記述があるもの以外は、甲が

支払う指定管理料から乙が負担するものとする。 

（管理業務の執行） 

第 4条 乙は、管理業務の執行にあたっては、関係法令等を遵守し、設置目的

の達成のため、誠実かつ効果的に実施しなければならない。 

2 甲は、乙に対して、管理業務の執行について必要な指示をすることができ

る。 

（再委託の禁止） 

第 5条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。た

だし、次に掲げる業務についてはこの限りではない。 

(1) 鯱城ホールの管理業務 

(2) 図書室の管理業務 

(3) 入学受付時の事務補助 

(4) 特殊な機械器具等の保守及び点検業務 

(5) 体験農園にかかる清掃業務 

(6) 楽陶館にかかる清掃及び警備業務 

(7) 陶芸実技指導業務 

(8) その他甲が必要と認めた業務 

2 乙が前項に掲げる業務を再委託する場合は、すべて乙の責任及び費用にお

いて実施するものとし、甲は再委託先の団体における法令、協定等の遵守や

サービス提供の確保について、乙を指導・監督するものとする。 

 3 再委託先の団体の責めに帰すべき事由により生じた損害又は増加費用は、

すべて乙の責任において負担するものとする。 

（協定期間） 

第 6条 管理業務の指定期間は、令和5年 4月 1日から令和10年 3月31日まで

とする。 
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（職員の配置） 

第 7条 管理業務に従事する者の配置基準は、次のとおりとする。 

(1) 副学長       1名（常勤） 

(2) 事務長       1名（常勤） 

(3) コーディネーター  必要数（常勤又は非常勤） 

(4) 地域活動指導員   1名以上（うち1名は常勤） 

(5) 事務員       1名以上（うち1名は常勤） 

(6) 主任陶芸指導員   1名以上（常勤又は非常勤） 

(7) 陶芸指導員     必要数（雇用形態は任意、実技指導委託も可。） 

(8) その他学園の運営に必要な人員 

 2 学園の運営に必要な職員は、原則として乙の職員を配置するものとする。

ただし、乙の運営上等の理由で乙の職員を配置することができない場合は、

甲と協議するものとする。 

（施設の保守管理） 

第 8条 乙が管理する施設の範囲は次のとおりとする。 

学園の建物及び楽陶館とその附属設備並びに工作物 

2 乙は、施設の良好な保守管理に努めることにより、利用者の用に供しなけ

ればならない。 

3 乙は、建物の保守管理にあたっては、施設の構造及び建築材その他の箇所

について、剥離、損耗又は滅失等により機能及び安全性等を損なうことがな

いよう日常的に点検を行うとともに、これらのことが確認された場合は速や

かに安全確保及び修繕を行わなければならない。 

4 乙は、設備等の保守管理にあたっては、日常点検、法定点検及び定期点検

等を行い、その性能を維持しなければならない。 

5 施設の保守管理のため必要な業務は「別表２施設設備保守管理点検等業

務」のとおりとする。これらの業務に付随して必要となる補修についても、

原則として乙の負担にて実施するものとする。 

（環境維持管理） 

第 9条 乙は、施設を常に清潔で快適な状態に保つため、清掃、換気及び室温

管理等を適切に行わなければならない。 

2 乙は、廃棄物の排出量を極力少なくするよう、資源の再利用やリサイクル

等環境に配慮した管理運営に努めるものとする。また、管理上発生した廃

棄物は分別を徹底し、処分業者に適切に回収させなければならない。 
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（安全管理） 

第10条 乙は、事故の要因となる施設内の環境や利用者の行動を的確に把握し、

それらの危険を速やかに除去するものとする。また、事故や災害が発生した

場合には、適切な救急処置や安全措置ができるよう必要な体制を確立し、利

用者の安全確保を図らなければならない。 

2 乙は、感染症の防止及びまん延防止のための措置を適切に講じなければな

らない。 

3  乙は、甲が名古屋市地域防災計画に基づいて行う災害応急活動等に協力し

なければならない。 

（災害・事故への対応） 

第11条 乙は、防災・災害対応マニュアル及び事故対応マニュアルをあらかじ

め作成し、甲に提出するとともに、職員への周知徹底、必要な研修・防災訓

練等を実施するものとする。また、甲や警察署、消防署、医療機関等の関係

機関（以下「関係機関」という。）との情報交換を密にし、常日頃から連

絡・協力体制を構築するとともに、施設・設備等の日常的な点検を徹底し、

危険箇所の把握に努めるものとする。 

 2  乙は、災害の発生又は発生する恐れがある場合、迅速に職員体制（非常配

備体制）を確立するとともに、利用者の安全確保・避難誘導及び施設の保

全・復旧作業を行うものとする。また、災害の影響を早期に除去すべく適切

な処置を行い、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努める

とともに、状況把握に努め、直ちに甲へ報告するほか、関係機関や地域団体

等とも協力して対応にあたるものとする。 

3  乙は、事故が発生した場合、利用者の安心安全を第一とし、応急措置など

迅速な対応を行うものとする。また、事故の状況について、直ちに甲に報告

するとともに、甲と協力して原因究明にあたるものとする。 

4 甲は、第1項から第3項が着実に実施されるよう、乙を指導・監督するもの

とする。また、利用者の安全を確保するとともに、適切な措置を行うため、

乙が行う業務の全部又は一部の停止を命じることができるものとする。 

（経費の積算） 

第12条 経費の積算については、別記「経費の積算基準」を参考にして行うも

のとする。 

（経理の方法） 

第13条 管理業務に関する一切の収入（ただし、使用料を除く。）を歳入とし、

一切の支出を歳出とする予算を編成し、これによって経理を行わなければな

らない。その際の経理については、乙の経理規程に従い適切に行わなければ
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ならない。 

 2 講座または行事等にかかる材料費などを含む利用料の徴収を利用者から行

う場合には、施設会計とは明確に区分して取り扱うものとし、乙の収入とし

てはならない。また、当該現金類の取扱いについては、事前に甲と協議の上、

管理に関する規程を定め、出納簿等によりその収支状況を明らかにし、その

取扱いについて、利用者から開示を求められた場合もしくは当該年度終了時

には、乙は収支状況等を速やかに開示するものとする。 

（指定管理料） 

第14条 甲は、乙の管理業務の執行に対して、指定管理料を支払うものとし、

指定管理料は当該施設の人件費その他管理事務執行上の経費に充当するもの

であって、その目的以外に使用してはならない。 

（指定管理料の支払方法等）  

第 15 条 指定管理料の支払いは、月ごとに行うものとする。甲は、乙の適法 

なる請求書受理後 30 日以内に、口座振替により支払うものとする。 

2 乙は、概算払いの修繕費にかかる指定管理料については、毎年度終了後 

20日以内に支出の内訳を明らかにした精算書を甲に提出し、その承認を得な

ければならない。 

3 年度途中で、指定が取り消された場合は、その取り消された日から 5日以

内に支出の内訳を明らかにした精算書を甲に提出し、その承認を得なければ

ならない。 

4 乙は、概算払いを受けた額に精算残金があるときは、第 2項及び第 3項に

よる承認後速やかにこれを甲に返納しなければならない。 

（指定管理料に含まれない経費） 

第16条 次に掲げる経費については、原則として、甲は指定管理料として乙に

支払わずに、必要に応じ予算化した上で直接執行するものとする。 

(1) 施設の大規模修繕費 

ア 原形を変ずる修繕及び模様替 

イ  1件 250万円（消費税等込）を超える修繕 

(2) 伏見ライフプラザにかかる光熱水費、施設管理委託料及び消防設備点検

委託料 

(3) 甲が貸し付けた備品のうち、自動車にかかる車両共済保険料 

(4) その他甲乙協議で定める事項 

（備品の取扱い） 

第17条 甲は、乙に業務の遂行に必要な備品（名古屋市会計規則（昭和39年名
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古屋市規則第 5号）第 132条第 1項第 1号に定める単価 2万円以上の物品

（図書にあっては単価 5,000円以上のもの）。以下「備品」という。）を乙に

無償で貸し付ける。 

2 乙は、甲から前項の備品の貸付を受けたときは、速やかに甲に預かり証を

提出し、常に良好な状態に保つものとする。 

3 第 1項の備品の管理については、協定において定める「貸付備品の管理に

関する事務取扱要領」に基づき行うものとする。 

4 備品が経年劣化等により管理業務の実施の用に供することができなくなっ

た場合、甲、乙協議により、甲又は乙は必要に応じて当該備品と同等の機能

及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。 

5 乙は、故意又は過失により備品を毀損滅失したときは、甲との協議によ

り、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該備品と同等の機

能及び価値を有する物を購入又は調達しなければならない。 

（乙による備品等の購入及び取扱い） 

第18条 乙は、甲から貸付を受けた備品のほか、管理業務に必要な備品その他

の物品（以下「その他備品等」という。）を購入又は調達し、管理業務実施

のために供することができる。 

2 その他備品等は、次の各号のとおり区分する。 

  (1) 前条第 4項及び第 5項により乙が購入又は調達するもの 

  (2) 前号以外の事由により、乙が任意で購入又は調達するもの 

 3 前項第 1号のその他備品等については、乙は、甲の指示する日までに、甲

に引き継ぐものとする。甲は、乙にこれを貸し付け、前条の規定を適用する

ものとする。 

 4 第 2項第 2号のその他備品等については、乙は甲と協議を行い、乙の責任

と費用で撤去、撤収するか、甲に引き継ぐかを決定するものとする。 

（財産の維持管理） 

第19条 乙は、施設の建物及び備品等、管理業務において使用する甲の所有に

属する財産を善良な管理者の注意をもって維持管理する義務を負い、その設

置目的以外の目的に使用してはならない。 

2 乙は、施設及び設備が使用に耐えない場合又は損傷した場合、直ちに甲に

報告し、甲の指示を受けなければならない。 

3 前項の場合で、乙の原因により発生し、重大かつ明白な過失があると認め

られる場合は、甲の指示により、その損害の全部又は一部について賠償しな

ければならない。 
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（情報の保護） 

第20条 乙は、情報の保護について、名古屋市情報あんしん条例及び名古屋市

個人情報保護条例を遵守するよう職員に周知徹底を図るものとする。 

（個人情報等の取扱い） 

第21条 乙は、管理業務を行うにあたって取得する情報（以下「取得情報」と

いう。）の取扱いについては、協定において定める「情報取扱注意項目」を

遵守するとともに、取得情報の取扱いに関する規程を設けなければならない。

規程を設ける際又は規程を改正する際には、甲と協議しなければならない。 

2 乙は、管理業務を行うにあたり個人情報を取り扱う場合においては、協定

において定める「情報取扱注意項目」を遵守するとともに、個人情報保護の

ための規程を設けなければならない。規程を設ける際又は規程を改正する際

には、甲と協議しなければならない。 

（情報の公開） 

第22条 乙は、公の施設の管理業務を行うにあたり、当該公の施設の管理に関

する情報公開を行うため、情報公開に関する規程を設ける等必要な措置を講

じなければならない。必要な措置については、甲と協議するものとする。 

（暴力団関係事業者の排除） 

第23条 甲は、愛知県警察本部から「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係

事業者の排除に関する合意書」（平成20年 1月28日付 名古屋市長等、愛知

県警察本部長締結）に基づいた乙の排除要請があった場合には、原則として

指定を取り消すものとする。 

（妨害又は不当要求に対する届出義務） 

第24条 乙は、管理業務の実施に当たって、暴力団又は暴力団員等からの妨害

（不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金

銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわ

らずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当

なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、遅滞なく甲へ報告

し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

（暴力団の施設利用における措置） 

第25条 名古屋市暴力団排除条例（平成24年 4月 1日施行）に基づく「名古屋

市暴力団排除条例に係る事務処理マニュアル（指定管理者用）」により、暴

力団の利益に認められるとの疑義がある場合は、甲の所管課を通じ、利益に
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なる利用であるかどうかを愛知県警察本部長に対し照会するものとし、その

結果、利益になる利用であるとの回答又は通報があった場合には、原則とし

て乙において、利用の不許可処分を行うものとする。 

（管理用カメラの管理、運用） 

第26条 乙は、施設に設置された事故の防止、犯罪の防止、入退室者の監視等

を目的として、特定の場所に継続的に設置され、かつ特定の個人を識別できる

画像を撮影し記録する機能を有するもの（以下、「管理用カメラ」という。）の

設置及び運用については、甲が定めた「名古屋市が設置する施設管理等の用に

供するカメラに係る個人情報の保護に関する指針」（平成19年 9月10日施行）

の趣旨に従い実施するものとする。 

（苦情処理） 

第27条 乙は、利用者からの苦情解決のため、苦情処理に関する実施要領等を

定め、これに基づいて、迅速かつ適切な対応に努めなければならない。 

（事業の執行状況の報告） 

第28条 乙は、毎月の事業の執行状況を翌月10日までに甲に報告しなければな

らない。 

2 甲は、事業の執行状況について、随時、必要な報告を乙に求めることがで

きる。 

（事業報告書の提出） 

第29条 乙は、毎年度 5月31日までに、規則第26条に定める前年度の事業報告

書を甲に提出しなければならない。なお、事業報告書は非公開情報を除き、

公表の対象となる。 

（事業計画書等の提出） 

第30条 乙は、次年度の運営方針及び事業計画書並びに収支予算書を甲が指定

する期日までに提出しなければならない。なお、作成にあたっては甲と調整

を図るものとする。 

2 前項に規定する、次年度の運営方針及び事業計画書並びに収支予算書は、

非公開情報を除き公表の対象となる。 

（報告義務） 

第31条 乙は、次の場合には、随時甲に報告しなければならない。 

(1) 施設において事故が生じた場合 

(2) 施設又は物品が滅失し、又は毀損した場合 
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(3) 指定管理者の定款等に変更があった場合 

(4) 人員の配置、勤務形態等の変更があった場合 

(5) 職員の変更があった場合 

(6) 事業計画の重要な部分を変更する場合 

(7) その他甲の指示する事項 

（諸規程及び帳簿の整備） 

第32条 乙は、管理業務を行うにあたり、就業規則、経理規程等必要な諸規程

を整備し、これに基づいた適切な運用を行うとともに、省令その他の施行通

知に基づき、施設運営に必要な帳簿を整備しなければならない。 

（職員の研修） 

第33条 乙は、職員の資質向上を図るため、職員に対し必要な研修を行わなけ

ればならない。 

2 乙は、自ら主催する研修以外に、他の機関が実施する研修に職員を参加さ

せることができる。 

3 乙は、甲より甲の主催する研修に対し、職員の参加を求められた場合は、

特別な理由がない限り、これに参加させなければならない。 

（満足度調査の実施） 

第34条 乙は、利用者アンケート等による満足度調査その他適切な方法により、

管理運営の改善点を把握し、以後の管理運営に反映するよう努めなければな

らない。 

2 乙は、前項に規定する調査の実施状況及び結果を甲に報告しなければなら

ない。なお、当該報告内容は公表の対象となる。 

（市の施策への協力） 

第35条 甲が行う各種施策にかかる調査やイベント、キャンペーン等に対して

協力すること。また、甲が名古屋市健康福祉局広告掲載要綱にもとづいて学

園を利用した広告掲出に対して協力すること。 

（指定管理者の表示） 

第36条 乙は、乙が施設の指定管理者であることを、利用者の見やすい場所に

掲示しなければならない。 

（地元中小企業等の活用） 

第37条 乙は、管理業務にあたり、業務を委託して実施する場合や、必要な物

品の購入にあたっては、特別な理由がない限り、地元中小企業、ＩＳＯ取得
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事業者、障害福祉サービス事業所、シルバー人材センター又は母子･父子福

祉団体等の活用について配慮するものとする。 

（保険） 

第38条 乙は、管理業務における自らの危険負担に対応し、必要な保険等に加

入するものとする。 

（次期指定管理者募集への協力） 

第39条 甲は、次期指定管理者募集に際して、施設における説明会等を行い、

申請団体からの質問事項等について乙に確認する等の事務を行うが、乙は、

これに協力しなければならない。 

（引継ぎ） 

第40条 乙は、指定管理期間の始期から学園を円滑に運営するため、指定管理

期間の前に別途契約の上、現指定管理者から引継ぎを受けるものとする。ま

た、次期指定管理期間の指定管理者が交代することとなった場合には必要な

業務の引継を行わなければならない。なお、業務引継に要する経費は、次期

指定管理者及び現指定管理者においてそれぞれ負担すること。 

（検査等） 

第41条 甲は管理業務の適正な執行を期するため、必要があるときは、帳簿書

類その他の物件を検査し、又は運営管理について実地に調査をすることがで

きるものとし、乙はこれを拒むことができない。 

(監査) 

第42条 施設設置者たる甲の事務を監査するのに必要な範囲で、乙は出頭を求

められ、調査の対象となり、帳簿書類その他の記録の提出を求められること

があり、乙はこれを拒むことができない。 

（市監査委員等による監査） 

第43条 地方自治法の規定に基づき、公の施設の管理運営業務に係る出納その

他の事務の執行について、市監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人

による監査の実施が決定された場合には、乙は当該監査に誠実に対応し、ま

た、監査結果に指摘事項等があった場合には、速やかに改善等の措置をとる

ものとする。 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第44条 乙は、指定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは
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承継させ、又はその権利を担保に供することができない。 

（指定の取り消し） 

第45条  甲は、次のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を

定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 

(1) 乙が、協定及び第 2条に掲げる法令等に違反したとき。 

(2) 乙が、正当な理由なく業務を履行しないとき、又は協定期間内に履行の

見込みがないとき。 

(3) 乙が業務の履行にあたり、甲の指示に従わず、又は甲の職務の執行を妨

げたとき。 

(4) 愛知県警察本部から「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の

排除に関する合意書」（平成20年 1月28日付 名古屋市長等、愛知県警察

本部長締結）に基づく乙の排除要請があったとき。 

(5) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著し

く困難と判断されるとき。 

(6) 学園を公の施設として廃止するとき。 

(7) その他乙が管理を継続することが適当でないと甲が認めるとき。 

2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその

旨を乙に通知したうえで、次の事項について乙と協議を行うものとする。 

(1) 指定取り消しの理由 

(2) 指定取り消しの要否 

(3) 乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定 

(4) その他必要な事項 

3 甲が第 1項の規定（第 6号を除く。）により指定を取り消した場合、乙は当

年度の指定管理料の 100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期

間内に納付しなければならない。 

4 甲が第 1項の規定（第 6号を除く。）により指定を取り消し、又は期間を定

めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、

損失及び増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。 

5 甲が第 1項の規定（第 6号を除く。）により指定を取り消し、又は期間を定

めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲の被った

損害、損失及び費用については、乙はその賠償をしなければならない。 

（指定期間開始前の指定の取り消し） 

第46条 乙が指定を受けた後、乙の事情により指定期間開始までに学園の管理

ができなくなった場合についても、前条（第3項を除く）の規定を準用する。 

（乙による指定の取り消しの申出） 
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第47条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し

出ることができるものとする。 

 (1) 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

 (2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被り、これが賠償さ

れないとき 

 (3) その他、甲が認めるやむを得ない事由があったとき 

 2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するも

のとする。 

 3 乙は、前項の協議のうえ指定が取り消された場合において、損害があると

きは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 

（不可抗力による指定の取り消し） 

第48条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難となっ

たと判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることがで

きるものとする。 

2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行う

ものとする。 

3 前項における取り消しによって発生する損害・損失及び増加費用について

は、甲乙協議のうえ処理するものとする。 

（管理運営状況の点検・評価） 

第49条 甲は、乙による学園の管理運営状況について点検・評価を行い、その

結果を公表するとともに、次期指定管理者の選定に活用することができるも

のとする。 

2 乙は、甲が別途指示する内容で、毎年度、管理運営状況の点検を行うとと

もに、その結果について甲に報告しなければならない。 

（仕様書の改定） 

第50条 協定の履行期間中にやむを得ない事情によって本仕様書の内容変更の

必要が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（疑義の決定） 

第51条 この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義の生じた事項は、

甲乙が協議のうえで決定する。 

2 前項の協議が整わないときは、乙は、甲の指示に従うものとする。 
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別表１ 

 サービスの基準（第 3条関係） 

区  分 内  容 

1 講座（講義・

実習） 

学園が学生に対して行う講座は、共通講座、地域活動学

習講座及び専門講座とすること。 

（１） 教養講座 

学年ごとに共通とし、心身の健康及び現代社会につい

て理解を深め現代社会への適応力を増すため開設する講

座とすること。 

（２） 地域活動学習講座 

学年ごとに共通とし、地域活動の核となる人材に必要

な力量を高めるため開設する講座とすること。 

（３） 専門講座 

専攻ごととし、専攻の内容について理解と認識を深

め、技術をともなう専攻については、併せて実技の修

得と向上を図り日常生活を充実するため開設する講座

とすること。 

専攻ごとに実施する講座はクラス単位で実施するこ

と。定員が48人以下の専攻のクラス数は1とし、定員が

96人の専攻のクラス数は2とすること。 

2 行事 学園が学生に対して行う行事は、入学式、オリエンテー

ション、卒業式を必須とすること。 

3 授業 講座及び行事（以下「授業」という。）を行う日（以下

「授業日」という。）は、原則として各学年について休

講日を除き週2回以内とし、各学年の授業の回数は60回

程度設定すること。 

4 講座の時間 授業日に開設する講座の時間は、原則として午前2時間

程度、午後2時間程度の1日4時間程度とすること。（休憩

時間を含む。） 

5 自主活動 学生が行う学園の自主活動は、クラス活動、学生自治会

活動を必須とすること。 

6 自主活動日 学園の施設等を利用して行う学生の自主活動は、乙が定

める日（以下「自主活動日」という。）の指定時間内に

行うものとする。自主活動日は、授業日と兼ねることが

できるものとする。 

7 鯱城学園運

営委員会 

鯱城学園の円滑な運営に資するため、乙は運営委員会を

設置すること。運営委員会は、老人クラブの代表者、学
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識経験者、関係行政機関の職員の委員により10名以内で

組織すること。 

8 学生以外の

者を対象と

した事業 

楽陶館にて、陶芸体験コース、陶芸入門コース、陶芸研

究コース、子ども陶芸教室を実施すること。夏休み期間

中に鯱城ホールにて納涼健康講座を実施すること。実施

内容については、甲と協議すること。 

上記以外にも、学生以外の方を対象とした講座や行事の

開催、その他、高齢者福祉の推進に資する事業を行うこ

とができるものとする。実施内容については、甲と協議

すること。 

9 学生及び卒

業生の地域

活動に関す

る支援 

学生や卒業生が鯱城学園で学んだ知識や経験を地域に還

元できるようにするため、地域活動に関する情報提供や

紹介などの地域活動の支援をすること。地域活動の場の

開拓やマッチング、コーディネイトなどについては、

甲、名古屋市社会福祉協議会、各区社会福祉協議会など

がそれぞれの役割と責任をもって関わることとする。効

果測定として「在校生の社会的活動参加状況調査」「卒

業生の社会的活動参加状況定期調査」は継続して実施す

ること。内容については、甲と協議すること。 
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別表２ 

施設設備保守管理点検等業務（第 8条関係） 

項 目 基 準 

講
義
室
等
・
ホ
ー
ル

講義室等映像・音響設備保守点検 隔 年 

ホール映像・音響設備保守点検 隔 年 

ホール照明設備保守点検 年 1回以上 

ホール舞台吊物保守点検 年 1回以上 

ホール・控室ピアノ調律 各年 2回以上 

楽
陶
館

貯水槽清掃・消毒及び水質検査 年 1回以上 

排水処理沈殿槽（ 2槽）清掃及び水質検査 各年 1回以上 

重金属排水処理設備点検 年 1回以上 

空調設備保守点検 年 2回以上 

消防用設備点検（火災報知機含） 年 2回以上 

電気工作物保安管理業務 通 年 

建物機械警備 通 年 

その他施設維持管理に必要な業務 必要に応じ随時 
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（別記） 

経費の積算基準 

1 経費の積算期間について 

令和5年 4月 1日から令和10年 3月31日までの期間に係る事業実施に必要

な経費を積算すること。 

2 収入について 

令和5年 4月 1日から令和10年 3月31日までの期間に係る次の収入を積算

すること。 

(1) 利用料による収入 

 (2) 固定経費に係る指定管理料 

3 利用料による収入について 

新たに提案する講座等の利用料収入を積算すること。ただし、その積算根

拠となる人数及び利用料については、候補者決定後に甲と改めて協議の上、

決定する。 

 4  鯱城ホールの利用実績に伴う経費に係る指定管理料について 

  乙が甲に納付した鯱城ホールの使用料と同額を支払うこととする。 

 5 管理業務に必要な経費について 

 (1) 人件費について 

団体の給与規程に基づき必要な経費を積算すること。 

(2) 物件費について 

ア 施設の維持管理に必要な経費を積算すること。 

イ  事業の実施に必要な経費を積算すること。 
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障害者差別解消に関する特記仕様書 

 （対応要領に沿った対応） 

第 1 条 この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託

を受けた者（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。

以下「法」という。）、愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条

例第 56 号）、及び名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者

差別解消推進条例（平成 30 年名古屋市条例第 61 号）に定めるもののほか、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領（平成

28 年 1 月策定。以下「対応要領」という。）に準じて、不当な差別的取扱い

の禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとす

る。 

 2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されてい

る障害種別の特性について十分に留意するものとする。 

 （対応指針に沿った対応） 

第 2条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、

本件業務に係る対応指針（法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針を

いう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならな

い。 


